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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  872,148  860,239  319,360  191,770  15,063  -  55,503  278,543 11,909 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3
万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正・
R7_予備

推奨事業・
低所得

○ ○ ○

令和６年度住民税非課税世
帯生活支援給付金支給事
業、定額減税補足給付金等
支給事業

Ⅱ．物価高の克服
／米国関税措置

○ －  262,127  262,127  15,294  191,770  15,063  40,000  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所
得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　15,070世帯×30千
円、子ども加算　1,059人×20千円、、定額減税を補足する給
付（うち不足額給付）の対象者　17,513人　(318,490千円）
のうちR7計画分
事務費　70,357千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（15,070世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（17,513人）

－ ○ － R7.2 R8.3 対象世帯に対して令和7年3月までに支給
を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7当初（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

単独校給食賄材料費物価高
騰対策事業（義務教育分）
（令和7年度）（令和７年度重
点支援地方交付金補正予算
分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 78,799  78,799  78,799  -  934

①食材費高騰で増額対応が必要な賄材料費に交付金を活
用することで、安定的な学校給食を維持し、子育て世帯の負
担軽減を図る。
物価高の影響を受ける子育て世帯の支援のため、学校給食
費の保護者負担額を減ずる。

－ － － R8.2 R8.2 R8.3 令和8年2月･3月の賄材料費の保護者負
担額0円。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 給食
対象分野に関連
しない

HP、広報誌、保護者への通知 R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列で
当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降
に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○

単独校給食賄材料費物価高
騰対策事業（義務教育分）
（令和7年度）（令和６年度重
点支援地方交付金補正分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 65,348  59,414  59,414  5,934

①近年の物価高騰による食材価格の上昇に対しては、栄養
教諭・栄養士の献立の工夫等により、これまで必要な栄養量
を満たしたおいしい給食を提供してきた。しかし物価高騰が
長引く中、食材費の増に対し、献立の工夫による対応だけで
は難しくなっていることから、増額する賄材料費の財源に交
付金を活用する。
② 対象
市立小学校7校、中学校7校の児童・生徒の賄材料費にかか
る物価高騰による増額分
③ 積算根拠・事業費内訳
小学校（低学年） 36円 × 332,661食
小学校（高学年） 42円 × 364,772食
中学校　 　　　　45円 × 713,722食
職員　　　　　　 45円 × 131,871食（対象外経費）
計　65,347,905円　うち、臨時交付金対象経費59,413,710円
④市立小学校7校、中学校7校

－ － － R7.4 R8.3 賄材料費の増額に伴う保護者負担０円。 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、保護者への通知 R7当初（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○

給食センター給食賄材料費
物価高騰対策事業（義務教
育分）（令和7年度）（令和６年
度重点支援地方交付金補正
分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 39,785  35,604  35,604  4,181

①近年の物価高騰による食材価格の上昇に対しては、栄養
教諭・栄養士の献立の工夫等により、これまで必要な栄養量
を満たしたおいしい給食を提供してきた。しかし物価高騰が
長引く中、食材費の増に対し、献立の工夫による対応だけで
は難しくなっていることから、増額する賄材料費の財源に交
付金を活用する。
②対象
市立小学校9校、県立習志野特別支援学校の児童の賄材料
費にかかる物価高騰による増額分
③積算根拠・事業費内訳
小学校（低学年） 36円 × 445,905食
小学校（高学年） 42円 × 465,505食
職員　　　　　　 45円 ×  92,904食（対象外経費）
計　39,784,470円　うち、臨時交付金対象経費35,603,790円
④市立小学校9校、県立習志野特別支援学校

－ － － R7.4 R8.3 賄材料費の増額に伴う保護者負担０円。 ⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、保護者への通知 R7当初（地）

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
障害福祉サービス事業者支
援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 454  454  454  -

①エネルギー価格や食料品価格の高騰の影響を受けた市
内障害福祉サービス事業所に対して、支援金を交付すること
により、障害福祉サービス事業者の負担軽減を図ることを目
的とする。
②交付金、通信費
③積算根拠
・【通所系】14事業所×30,000円＝420,000円
・【訪問系】3事業所×10,000円=30,000円
・郵送料　17事業所×2回×110円＝3,740円
④市内障害福祉サービス事業所。ただし、千葉県の実施す
る令和6年度社会福祉施設物価高騰対策支援事業（障害
分）の対象となる施設は対象外とする。

－ － － R7.5 R8.3 支援対象事業者への交付率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

ホームページ R7当初（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
介護サービス事業者支援事
業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 22,032  22,032  22,032  -

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた介
護サービス事業者に対して支援金を交付することにより、介
護サービス事業者の負担軽減を図ることを目的とする。
②交付金、通信費
③積算根拠
交付金
居宅介護支援等
50事業所×100,000円＝5,000,000円
通所リハビリテーション
3事業所×300,000円＝900,000円
特定施設入居者生活介護
（9事業所）定員645人×25,000円＝16,125,000円
　計22,025,000円
郵便料
　決定通知郵送料　62事業所×110円＝6,820円
④市内介護サービス事業所。ただし、千葉県が行う同様の
補助金の対象となっている事業所は対象外とする。

－ － － R7.4 R8.3 支援対象事業者への交付率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

ホームページ R7当初（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
コミュニティバス事業者支援
事業（令和６年度重点支援地
方交付金補正分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 3,664  3,664  3,664  -

①昨今の燃料価格高騰の影響を受けている本市コミュニティ
バス（ハッピーバス、ナラシド♪バス）の運行事業者に対し
て、負担を軽減するための支援を行う。
②支援金（運行に係る燃料費高騰分）
③積算根拠
ハッピーバス分
270,685（総運行距離）÷3.38（燃費）×39.5（支援単価）＝
3,163,318円（≒3,163千円）
ナラシド♪バス分
52655.46（総運行距離）÷4.19（燃費）×39.9（支援単価）
=501,424円（≒501千円）
④対象となる事業者
　習志野市コミュニティバス運行事業者（ハッピーバス、ナラ
シド♪バス）

○ － － R7.4 R8.3

公共交通の安定運営を目標とした下記運
行距離の維持
・ハッピーバス　269,368.4km
・ナラシド♪バス　52,442.28km

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ R7当初（地）

11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
公共交通運行継続支援事業
（令和６年度重点支援地方交
付金補正分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 11,150  11,150  11,150  -

①昨今の燃料価格高騰の影響を受けている地域公共交通
事業者の運行継続を支援するため、支援金を交付する。
②支援金
③積算根拠
路線バス　20路線×300,000=6,000,000円
法人タクシー　85台×50,000=4,250,000円
個人タクシー　18台×50,000=900,000円
合計　11,150,000円
④対象となる事業者
・市内を運行する路線バス事業者
・市内に本店または営業所を有する法人タクシー事業者
・市内に住所を有する個人タクシー事業者

－ － － R7.4 R8.3 交付対象事業者への交付率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ R7当初（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
下水道使用料の減免（下水
道事業会計繰出金）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

物価高騰の影響を受けた下水道使用
者（一部の官公署除く）に対し、広く迅速
に支援できるため。

 171,748  171,748  171,748  -

①基本料金の減免を行うことで原油価格・物価高騰の状況
における住民生活及び事業所（一部の官公署除く）を支援す
る。
②一般会計から下水道事業会計に繰り出し、下水道使用料
の基本料金2か月分の減免に係る費用を交付対象経費とす
る。
③積算根拠
・下水道使用料基本料金2か月分（下水道使用者約82,000件
×基本料金単価×2か月）169,248千円、料金システム改修
費2,500千円

－ － － R7.8 R7.9 下水道使用者約82,000件の下水道使用
料基本料金2ヵ月分を減免

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

下水道事業者 ホームページ、広報誌、検針票 R7当初（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○

単独校給食賄材料費物価高
騰対策事業（義務教育分）
（令和7年度）（令和７年度重
点支援地方交付金予備費
分）

米国関税措置 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 11,305  10,191  10,191  1,114

①近年の物価高騰による食材価格の上昇に対しては、栄養
教諭・栄養士の献立の工夫等により、これまで必要な栄養量
を満たしたおいしい給食を提供してきた。しかし物価高騰が
長引く中、食材費の増に対し、献立の工夫による対応だけで
は難しくなっていることから、増額する賄材料費の財源に交
付金を活用する。
② 対象
市立幼稚園1園、市立小学校7校、中学校7校の児童・生徒
の賄材料費にかかる物価高騰による増額分
③ 積算根拠・事業費内訳
幼稚園 8.34円 × 2,063食
小学校（1年・2年） 10円 × 118,939食
小学校（3年・4年） 11.67円 × 126,140食
小学校（5年・6年） 13.34円 × 134,096食
中学校　 　　　　15.01円 × 381,298食
職員　　　　　　 15.01円 × 74,202食（対象外経費）
計　11,304,545円　うち、臨時交付金対象経費10,190,773円
④市立幼稚園1園、市立小学校7校、中学校7校

－ － － R7.4 R8.3 賄材料費の増額に伴う保護者負担０円。 ⑥ 広報誌にて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、保護者への通知 R7当初（地）

14 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○

給食センター給食賄材料費
物価高騰対策事業（義務教
育分）（令和7年度）（令和７年
度重点支援地方交付金予備
費分）

米国関税措置 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 5,992  5,312  5,312  680

①近年の物価高騰による食材価格の上昇に対しては、栄養
教諭・栄養士の献立の工夫等により、これまで必要な栄養量
を満たしたおいしい給食を提供してきた。しかし物価高騰が
長引く中、食材費の増に対し、献立の工夫による対応だけで
は難しくなっていることから、増額する賄材料費の財源に交
付金を活用する。
②対象
市立幼稚園2園、市立小学校9校、県立習志野特別支援学
校の児童の賄材料費にかかる物価高騰による増額分
③積算根拠・事業費内訳
幼稚園（4歳児・5歳児）7.74円 × 2,786食
小学校（1年・2年） 9.44円 × 158,104食
小学校（3年・4年） 11.13円 × 173,751食
小学校（高学年） 11.41円 × 163,335食
職員　　　　　　 13.1円 × 51,879食（対象外経費）
計　5,991,182円　うち、臨時交付金対象経費5,311,567円
④市立幼稚園2園、市立小学校9校、県立習志野特別支援

－ － － R7.4 R8.3 賄材料費の増額に伴う保護者負担０円。 ⑥ 広報誌にて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、保護者への通知 R7当初（地）

15 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

給食センター給食賄材料費
物価高騰対策事業（義務教
育分）（令和7年度）（令和７年
度重点支援地方交付金補正
予算分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 48,156  48,156  48,156  583

①食材費高騰で増額対応が必要な賄材料費に交付金を活
用することで、安定的な学校給食を維持し、子育て世帯の負
担軽減を図る。
物価高の影響を受ける子育て世帯の支援のため、学校給食
費の保護者負担額を減ずる。
②小学校9校、県立習志野特別支援学校の児童の令和8年2
月・3月分給食費（教職員等は除く）
③積算根拠・事業費内訳
  賄材料費　47,572,860円
　　　小学校1～3学年　280円　×　 76,506食
　　　小学校4～6学年　330円　×　 79,246食
消耗品費（用紙）　　　　　8,000円
印刷製本費（封筒）　　　95,000円
郵便料　　　　　　　　　　480,000円
計　48,155,860円
④市立小学校9校、県立習志野特別支援学校

－ － － R8.2 R8.2 R8.3 令和8年2月･3月の賄材料費の保護者負
担額0円。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 給食
対象分野に関連
しない

HP、広報誌、保護者への通知 R7補正（地）

16 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高対応子育て応援手当
支給事業（上乗せ分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 140,000  140,000  140,000  -

①食料品等の物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯
を支援するため、物価高対応子育て応援手当に上乗せ支給
を行う。
②対象
物価高対応子育て応援手当上乗せ支給分
③積算根拠
　28,000人×5千円=140,000千円
④物価高対応子育て応援手当支給対象者

－ ○ － R8.2 R8.2 R8.4以降 対象世帯に、令和８年２月末までに支給
を開始する

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

対象分野に関連
しない

ホームページ、対象世帯への通知

計画に関する諸条件 キ
算出の根拠となる事業の確定等の調整のた
めに不測の日数を要し、計画を再検討した結
果、交付対象事業の完了が6月下旬となるた
め

R7補正（地）

17 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
商店街共同施設管理事業支
援金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 2,949  2,949  2,949  -

①エネルギー・物価高騰の影響を受ける市内商店街組合等
に対し、商店街組合等が管理している街路灯の電気料に対
して補助を行うことで、商店街組合等の安定的な運営の維持
を図る。
②補助金
③補助金額：2,949千円
令和７年度補助対象額予測　　　　　５，８２１，０００円
令和７年度補助額（当初予算）　　　２，８７２，０００円
令和７年度商店街負担金額予測　　　２，９４９，０００円
④市内商店街組合等

－ － － R7.4 R8.3 R8.3
電気料高騰に伴う商店街組合等の負担
軽減及び活性化
補助件数：11商店街組合等

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ
習志野市商店会連合会を通じて、商店街組合等
へ周知を行う

R7補正（地）

18 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
コミュニティバス事業者支援
事業（令和７年度重点支援地
方交付金補正予算分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 1,865  1,865  1,865  -

①昨今の物価価格高騰の影響を受けている本市コミュニティ
バス（ハッピーバス）の運行事業者における自主運行便（土
休日５便/日）に対して、補助対象便と同様の運行経費並び
に車両償却費の補助を行う。
②支援金
③積算根拠
・運行経費補助　6,804km（運行距離）×495.68円/km（単価）
×0.5（補助率）=1,686,303円
・車両償却費補助　6,804km（運行距離）×26.21円/km（単
価）×1.0（補助率）=178,333円
計　1,864,636円
④習志野市コミュニティバス運行事業者（ハッピーバス）

○ － － R7.4 R8.3 R8.3

公共交通の確保を目的とした下記運行便
数の維持
・ハッピーバス　京成大久保駅ルート
　土休日16便

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ R7補正（地）

19 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
公共交通運行継続支援事業
（令和７年度重点支援地方交
付金補正予算分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 6,774  6,774  6,774  -

①昨今の物価高騰の影響を受けている地域公共交通事業
者を支援するため、支援金を交付する。
②支援金
③積算根拠
路線バス　200,000円×4者（基本支援額）+3,254,000円（距
離・台数による支援額）=4,054,000円
法人タクシー　30,000円×2者（基本支援額）+20,000×88台
（距離・台数による支援額）=1,820,000円
個人タクシー　30,000円×18者（基本支援額）+20,000×18台
（距離・台数による支援額）=900,000円
計　6,774,000
④対象となる事業者
・市内を運行する路線バス事業者
・市内に本店または営業所を有する法人タクシー事業者
・市内住所を有する個人タクシー事業者

－ － － R7.4 R8.3 R8.3 交付対象事業者への交付率100％ ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ R7補正（地）

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

Ｂ
※参考

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが

見込まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目　

【
Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

国

の

予

算

年

度

Ｃ

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。
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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

Ｂ
※参考

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが

見込まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

国

の

予

算

年

度

Ｃ

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。
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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

Ｂ
※参考

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが

見込まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

国

の

予

算

年

度

Ｃ

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR 

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

Ｂ
※参考

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが

見込まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

国

の

予

算

年

度

Ｃ

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。
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